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第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、区の実施機関が個人情報の収集並びに保有個人情報の保管及び利用を
する場合の基本原則を明確にし、個人情報の管理の適正を期するとともに、自己に関する保
有個人情報（以下「自己情報」という。）の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、区
民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。 
(１) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）をいう。 

(２) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該
実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものをいう。た
だし、情報（荒川区情報公開条例（昭和63年荒川区条例第34号）第２条第２号に規定する情
報をいう。）に記録されているものに限る。 

(３) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの 
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他

の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成
したもの 

(４) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。 
(５) 区民 荒川区の区域内（以下「区内」という。）に住所を有する個人及び区内に住所を有し

ない個人であって、実施機関にその自己情報が保管されている者をいう。 
(６) 事業者 区内に事務所若しくは事業所を有する法人（国、独立行政法人等（独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定
する独立行政法人等をいう。）及び地方公共団体を除く。）その他の団体又は事業を営む個
人をいう。 

(７) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の
組織をいう。 

（実施機関等の責務） 
第３条 実施機関は、個人情報を収集し、又は保有個人情報を保管し、若しくは利用するに当た

っては、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報を保護するために必要な措置を講じ
なければならない。 

２ 個人情報を収集し、又は保有個人情報を保管し、若しくは利用する実施機関の職員又は職員
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であった者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。 
（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに適正を期し、区民の基
本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力
しなければならない。 
（区民の責務） 

第５条 区民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する区の施策
に協力しなければならない。 

第２章 個人情報の収集及び登録 
（適正収集の原則） 

第６条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌する業務の目的達成に必要最小限
の範囲内で、適切かつ公正な手段によって収集しなければならない。 
（収集禁止事項） 

第７条 実施機関は、次に掲げる事項（以下「収集禁止事項」という。）に関する個人情報を収集
してはならない。 
(１) 思想、信条及び宗教に関する事項 
(２) 社会的差別の原因となる事実に関する事項 
(３) 犯罪に関する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、収集禁止
事項に関する個人情報を収集することができる。 
(１) 収集することについて法令、条例又はこれらに基づく規則（以下「法令等」という。）に定め

があるとき。 
(２) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が収集禁止事項に関する個人情報を収集すること

について荒川区個人情報保護運営審議会条例（平成８年荒川区条例第30号）に基づく荒川
区個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いて特に必要があると認
めたとき。 

（収集の制限） 
第８条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、当該個人情報に係

る個人（以下「本人」という。）から直接収集しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外

のものから当該本人の個人情報を収集することができる。 
(１) 本人の書面による同意を得たとき。ただし、書面による同意を得られないときは、口頭によ

る同意で足りるものとする。 
(２) 法令等に定めがあるとき。 
(３) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと

認められるとき。 
(４) 当該個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。 
(５) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から直接収集することができないとき。 
(６) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が個人情報を本人以外のものから収集することに

ついて審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。 
３ 実施機関は、前項第３号の規定により個人情報を収集したときは、その事実を当該本人に通

知するとともに、審議会に報告しなければならない。 
４ 本人又はその代理人から法令等に基づく申請行為その他これに類する行為により個人情報

が収集されたときは、第１項の規定による収集がなされたものとみなす。 
（業務の登録） 

第９条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするときは、次の各号に掲げ
る事項を荒川区規則（以下「規則」という。）で定める個人情報登録簿に登録しなければならな
い。 
(１) 業務の名称 
(２) 業務の目的 
(３) 対象となる個人の範囲 
(４) 個人情報の記録項目 
(５) 個人情報保護管理者 
(６) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
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２ 実施機関は、前項の規定による登録に係る業務を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項
で登録したものを変更したときは、当該登録を抹消し、又は登録している事項を修正しなけれ
ばならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による登録をしたとき、又は前項の規定による抹消若しくは修正を
したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。 

４ 実施機関は、個人情報登録簿を区民の閲覧に供しなければならない。 
第３章 保有個人情報の管理 

（適正管理の原則） 
第10条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を図るため、次に掲げる事項について必要な

措置を講じなければならない。 
(１) 保有個人情報を正確な状態に保つこと。 
(２) 保有個人情報の紛失、改ざん、破損その他の事故を防止すること。 
(３) 保有個人情報の漏えいを防止すること。 

２ 実施機関は、保管が必要でなくなった保有個人情報を速やかに廃棄し、又は消去しなければ
ならない。 
（個人情報保護総括管理者等の設置） 

第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護総
括管理者及び個人情報保護管理者を設置しなければならない。 
（委託等に係る措置） 

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託するとき
は、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により法人その
他の団体であって区が指定するもの（以下「指定管理者」という。以下同じ。）に公の施設の管
理を行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する委託に係る業務又は前項に規定する公の施設の管理が電子
計算組織で処理するものであるときは、個人情報を保護するために必要な措置についてあら
かじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 実施機関は、第１項に規定する委託をし、又は第２項に規定する公の施設の管理を行わせた
ときは、審議会に報告しなければならない。 
（受託者等の責務） 

第13条 実施機関から前条第１項に規定する業務の処理の委託を受けたもの及び指定管理者
（受託した業務又は公の施設の管理（以下「受託業務等」という。）に従事している者及び従事
していた者を含む。以下「受託者等」という。）は、個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その
他の事故を防止する等、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな
い。 

２ 受託者等は、受託業務等に関して知り得た個人情報を漏らし、又は受託業務等を処理する目
的以外に使用してはならない。 

第４章 保有個人情報の利用 
（適正利用の原則等） 

第14条 実施機関は、収集した保有個人情報を当該保有個人情報を取り扱う業務の目的に即し
て適正に利用しなければならない。 

２ 実施機関は、管理している保有個人情報を区の機関以外のものに提供（以下「外部提供」と
いう。）をしてはならない。 
（目的外利用の制限） 

第15条 前条第１項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の同意を得て、第９条第１項の規定
により登録された業務の目的の範囲を超えて当該登録に係る保有個人情報を利用すること
（以下「目的外利用」という。）ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人
の同意を得ないで目的外利用をすることができる。 
(１) 法令等に定めがあるとき。 
(２) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと

認められるとき。 
(３) 当該保有個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。 
(４) 前３号に掲げる場合のほか、実施機関が目的外利用をすることについて審議会の意見を

聴いて特に必要があると認めたとき。 
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２ 実施機関は、前項第２号の規定により目的外利用をしたときは、その事実を当該本人に通知
するとともに、審議会に報告しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により目的外利用をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民
の閲覧に供しなければならない。 
（外部提供の制限） 

第16条 第14条第２項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の同意を得て、外部提供をする
ことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人の同意を得ないで外部提
供をすることができる。 
(１) 法令等に定めがあるとき。 
(２) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと

認められるとき。 
(３) 当該保有個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。 
(４) 前３号に掲げる場合のほか、実施機関が外部提供をすることについて審議会の意見を聴

いて特に必要があると認めたとき。 
２ 実施機関は、前項第２号の規定により外部提供をしたときは、その事実を当該本人に通知す

るとともに、審議会に報告しなければならない。 
３ 実施機関は、外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、保有個人情報の使用目

的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な
措置を講ずるよう求めなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により外部提供をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民の
閲覧に供しなければならない。 

第５章 電子計算組織による処理 
（電子計算組織による処理） 

第17条 実施機関は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ審議会の意見を聴かなけ
ればならない。 
(１) 保有個人情報に係る事務の電子計算組織による処理の新規開発及び大規模な変更に関

すること。 
(２) 電子計算組織に記録する保有個人情報の範囲に関すること。 
（電子計算組織の結合の禁止） 

第18条 実施機関は、保有個人情報を処理するため、その電子計算組織と区の機関以外のもの
の電子計算組織との通信回線等による結合（以下「回線結合」という。）を行ってはならない。た
だし、当該回線結合が業務の執行上必要かつ適切と認められ、保有個人情報についての必
要な保護措置が講じられている場合で、実施機関があらかじめ審議会の意見を聴いて特に必
要があると認めたときは、この限りでない。 

第６章 自己情報の開示及び訂正等の請求 
（開示の請求） 

第19条 区民は、実施機関に対し、実施機関が保管している自己情報の開示を請求することが
できる。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報（以下「不
開示情報」という。）については、開示の請求に応じないことができる。 
(１) 法令等の規定により開示することができないとされているもの 
(２) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するものであって、本人に知ら

せないことに正当な理由があると認められるもの 
(３) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するものであって、開示することにより業務の適正

な執行に支障があると認められるもの 
(４) 本人又は他の者の生命、身体、健康、生活、財産その他の権利利益を害するおそれがあ

ると認められるもの 
(５) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことについて

公益上必要があると認めたもの 
３ 実施機関は、開示の請求に係る自己情報のうち、前項各号に掲げる自己情報とそれ以外の

自己情報とがある場合において、それらを分離することができるときは、前項各号に掲げる自
己情報を除いて開示の請求に応じなければならない。 

４ 実施機関は、第２項の規定により開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間
の経過により、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、開示の請求に応じなければな
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らない。 
（訂正の請求） 

第20条 区民は、自己情報の事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自
己情報の訂正を請求することができる。 
（削除の請求） 

第21条 区民は、第６条、第７条又は第８条第１項若しくは第２項の規定に違反して自己情報が
収集され、保管されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求する
ことができる。 

２ 区民は、第17条の規定に違反して自己情報が記録されていると認めるときは、実施機関に対
し、当該自己情報の削除を請求することができる。 
（目的外利用等の中止の請求） 

第22条 区民は、第15条第１項又は第16条第１項の規定に違反して自己情報の目的外利用又
は外部提供がされたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部
提供の中止（以下「目的外利用等の中止」という。）を請求することができる。 
（請求の方法） 

第23条 第19条の規定による開示の請求、第20条の規定による訂正の請求、第21条の規定によ
る削除の請求又は前条の規定による目的外利用等の中止の請求（以下「開示等の請求」とい
う。）をしようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る自己情報の本人であることを明ら
かにして、次に掲げる事項を記載した請求書を自ら提出しなければならない。 
(１) 本人の氏名及び住所 
(２) 自己情報を特定するために必要な事項 
(３) 請求の趣旨 
(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開
示等の請求をすることができる。 

３ 前項の法定代理人は、実施機関に対し、第１項の請求書を提出するほか、自己が本人の法
定代理人であることを明らかにし、かつ、それを証明するために必要な書類で規則で定めるも
のを提出し、又は提示しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の
期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対
し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 
（請求に対する決定等） 

第24条 実施機関は、開示等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して、開示
の請求にあっては15日以内に、訂正の請求、削除の請求及び目的外利用等の中止の請求に
あっては30日以内に、当該請求に応じるか否かの決定（以下「可否の決定」という。）をし、その
旨を書面により当該請求を行った者（以下「請求者」という。）に、速やかに通知しなければなら
ない。 

２ 実施機関は、前項の規定により自己情報の全部又は一部について開示等の請求に応じない
旨の決定（次条の規定に基づき存否を明らかにしないで当該請求に応じないとき及び当該請
求に係る保有個人情報を実施機関において保管していないときを含む。）をしたときは、請求
者にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該請求（開示の請求に
限る。）に応じない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記
載しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に可否の決定をすることがで
きないときは、同項の規定にかかわらず、開示等の請求を受理した日から起算して60日を限度
として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該延長の理
由及び可否の決定をすることができる時期を書面により速やかに通知しなければならない。 
（保有個人情報の存否に関する情報） 

第24条の２ 開示等の請求に対し、当該請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答え
るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を
明らかにしないで、当該請求に応じないことができる。 
（決定後の手続） 

第25条 実施機関は、第24条第１項の規定により開示等の請求に応じることと決定したときは、
速やかに当該請求に応じなければならない。 
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２ 自己情報の開示は、自己情報が記録されている物の当該自己情報に係る部分の閲覧、視聴
又は写し（文書、図画、写真又はマイクロフィルムの写しに限る。）の交付により行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、自己情報が磁気ディスク等に記録されている場合は、当該磁気デ
ィスク等から印字装置を用いて出力した物の当該自己情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
により行う。 

４ 実施機関は、外部提供をしている場合において、第１項の規定により訂正の請求、削除の請
求又は目的外利用等の中止の請求に応じたときは、その旨を当該自己情報の外部提供を受
けているものに対し通知するとともに、訂正若しくは削除を行わせ、又は当該情報の提供を中
止し、返却等必要な措置を講じなければならない。 

第７章 救済の手続 
（不服申立ての取扱い） 

第26条 実施機関は、この条例の規定による決定に対して、行政不服審査法（昭和37年法律第
160号）の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法である
ことを理由として却下するときを除き、速やかに、荒川区情報公開・個人情報保護審査会条例
（平成８年荒川区条例第29号）の規定に基づく荒川区情報公開・個人情報保護審査会に諮問
し、その答申を尊重して、当該不服申立てについての決定を行わなければならない。 

第８章 雑則 
（費用負担） 

第27条 この条例の規定に基づく開示等の請求に要する費用は、無料とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、第25条第２項及び第３項の規定による写しの作成及び送付に要

する費用は、請求者の負担とする。 
（出資法人等の義務） 

第28条 区が出資する法人等で区長が指定するものは、個人情報を収集し、保管し、又は利用
するに当たり、この条例の趣旨を尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。 
（事業者に対する個人情報の保護の普及促進等） 

第29条 区長は、事業者において個人情報の保護措置が図られるよう意識啓発等に努めなけれ
ばならない。 
（事業者に対する指導及び勧告等） 

第30条 区長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為をし、又はするおそれがあると認めると
きは、当該行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。 

２ 区長は、事業者が前項の規定による是正若しくは指導又は勧告に従わないときは、その事実
を公表することができる。 

３ 区長は、前項の規定による事実を公表しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かな
ければならない。 
（他の制度との調整） 

第31条 この条例は、他の法令等の規定により開示等の請求その他これらに類する請求に係る
手続が定められている場合については、適用しない。 

２ この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として区立の図書館その他の区の
施設で管理している図書、図画等については、適用しない。 
（運用状況の公表） 

第32条 区長は、毎年１回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。 
（国等への要請） 

第33条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団
体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。 
（委任） 

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
第９章 罰則 

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従
事していた者（以下「職員等」という。）が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項
が記録された第２条第３号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工
したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第36条 職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利
益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
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る。 
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個

人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したと
きは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第38条 偽りその他不正の手段により、第24条第１項の規定による開示の決定に基づく保有個
人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

附 則 
１ この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日（以下「施

行日」という。）から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成９年規則
第23号で平成９年４月１日から施行） 

２ この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は、この
条例の施行前においても、個人情報を取り扱う業務の登録、この条例の規定により審議会の
意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。 

３ この条例の施行の際、実施機関が現に行っている個人情報を取り扱う業務の登録について
は、第９条第１項中「個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするときは」とあるのは、
「現に行っている個人情報を取り扱う業務について」と読み替えて、同条の規定を適用する。 

４ 前項の規定により、実施機関が個人情報を取り扱う業務の登録をする際、既に行った、又は
現に行っている当該登録に係る個人情報の収集、保管及び利用については、この条例の規定
により行った収集、保管及び利用とみなす。 

５ 東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例（昭和57年荒川区条例第
27号。以下「電算条例」という。）は、廃止する。 

６ この条例の施行日前に前項の規定による廃止前の電算条例第10条の規定により区長に対し
てなされた請求で当該請求に対する決定をしていないものは、同日に第19条第１項、第20条及
び第21条の規定により実施機関に対しなされた請求とみなす。 

附 則（平成12年３月22日条例第11号） 
この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月19日条例第４号） 
１ この条例は、平成16年10月１日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第19条第２項の

改正、第23条に１項を加える改正、第24条第２項の改正、同条の次に１条を加える改正並びに
第25条第１項の改正は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 前項ただし書に規定する改正の施行の日から平成16年９月30日までの間においては、改正
後の第24条第２項及び第24条の２の規定中「保有個人情報」とあるのは「個人情報」とする。 
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